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デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための 

デジタル社会形成基本法等の一部改正について（お知らせ）  

 

 平素から、当協会の事業に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、液化石油ガス法の一部改正を含む標記改正が、令和５年６月１６日に

公布され、全国ＬＰガス協会から別添のとおり通知がありましたのでお知らせ

します。 

〇液化石油ガス法の改正内容 

 法第７条に規定されている標識を、販売事業者のホームページにも掲載する

こととされた。 

 

（標識の掲示等） 

第七条 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定める様式の標識につい

て、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が

著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で

定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によつ

て直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行う

ことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。）に

より公衆の閲覧に供しなければならない。 

２ 液化石油ガス販売事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を

掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供

してはならない。 

 

〇施行期日 

 公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日 
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デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための 

 デジタル社会形成基本法等の一部改正について （お知らせ） 

 

 

標記につきましては、令和５年３月１６日付け全Ｌ協保安・業務Ｇ４第２１８号にお

いて、液化石油ガス法に係る改正案をお知らせしたところです。 

この度、液化石油ガス法の改正を含む「デジタル社会の形成を図るための規制改革を

推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案」が、第２１１回通

常国会に提出され、令和５年６月１４日に成立し、同月１６日に公布されましたのでお

知らせいたします。 

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また直接会員におかれま

しては営業所等に対し、ご周知くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

改正概要 

液化石油ガス法の改正は、第７条に規定されている「標識の掲示」が対象とされ、

ホームページ上でも掲示を行うものとなっており、公布の日から起算して１年を超え

ない範囲内において政令で定める日の施行を予定している。 

  

【経済産業省ホームページ掲載ＵＲＬ】 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2023/06/20230616.html 
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担当：保安・業務グループ 瀬谷、橋本 
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